
訪日外国人観光客事故防止対策について

訪日外国人観光客レンタカーの利用と事故件数の推移

　訪日外国人の観光客の増加に伴い，レンタカーを利用する訪日外国人は，平成23年から27年までの５
年間で約４倍増加している。
　また，レンタカー運転者（第１当事者）による交通事故件数は，減少傾向にあるが，そのうち外国人（日
本国籍以外で国際免許又は外国免許取得者）運転者による交通事故件数は，急増している。
　そこで，急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による事故を防止するため，関係機関と連携して
各種対策を推進している。

注　１　国土交通省資料による。
　　２　 国際定期便を利用して空港から出国した外

国人旅客者数（推定値）

レンタカーを利用した訪日外国人の推移

17.9

26.7

34.5

50.1

70.5

（万人）

0

10

30

20

40

60

50

70

80

27年25 2624平成23

５年間で
約４倍

平成25 26 27 28 29年
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注　警察庁資料による。

レンタカー運転者（第１当事者）による交通事故件数の推移（各年12月末）
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訪日外国人観光客レンタカー事故対策

　我が国を訪れる外国人が安全に我が国で自動車等を運転するためには，右側通行と左側通行の違いを
始め，我が国の交通ルール，交通事情等を理解してもらうことが重要である。
　警察庁では，我が国の交通ルールや標識等を外国人に理解してもらうため，一般社団法人全国レンタカ
ー協会による外国語（英語，韓国語，中国語（簡字体・繁字体））のリーフレットの作成に協力するなど
している。
　また，一般社団法人全国レンタカー協会は，外国人が運転していることを周囲のドライバーに示す，専
用ステッカー作成の取組を行っている。

訪日外国人観光客レンタカー事故ピンポイント対策

　国土交通省では，急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による事故を防止するため，レンタカー
事業者や警察，観光部局と連携しながら，ETC2.0の急ブレーキデータ等を活用して，外国人特有の事故
危険箇所を特定し，ピンポイント事故対策を講じている。

パンフレットによる日本の交通ルール等の周知 【ステッカー】

ＥＴＣ２．０等の
急ブレーキデータ

外国人特有の
事故危険箇所の特定

ピンポイント事故対策

レンタカー事業者の
事故発生データ

カラー舗装や
ピクトグラムを活用した標識 多言語注意看板※ 多言語パンフレット※

下り坂（4.4%）
速度落とせ

※平成29年12月から大分自動車道において対策実験実施
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第２章　道路交通安全施策の現況


